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男鹿市告示第４６号 

 

 男鹿市販路拡大支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和８年３月３１日 

 

                                 男鹿市長 菅 原 広 二 

 

 

男鹿市販路拡大支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

男鹿市販路拡大支援事業費補助金交付要綱（令和２年男鹿市告示第２５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 新規型 第３条第１項第１号又は第２号のいずれか

に該当する者 

⑴ 単独型 第３条第１項第１号又は第２号のいずれか

に該当する者 

 ⑵ 複合型 第３条第１項第１号及び第２号に該当する

者 

⑵ （略） ⑶ （略） 



2 

改正後 改正前 

（補助金額） （補助金額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内と

し、上限額は次に掲げるとおりとする。 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内と

し、上限額は次に掲げるとおりとする。 

⑴ 新規型 30万円 ⑴ 単独型 30万円 

 ⑵ 複合型 50万円 

⑵ （略） ⑶ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（補助金の交付申請） （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、補助金交付申請書（様式第１号）に

事業計画書（様式第２号）及び必要書類を添えて、市長

に提出しなければならない。 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、補助金交付申請書（様式第１号）に

事業計画書（様式第２号）及び市長が定める書類（以下

「添付書類」という。）を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ （略） ２ （略） 

（実績報告） （実績報告） 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その

日から起算して30日以内又は事業の完了の日が属する年

度の末日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第７

号）に必要書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その

日から起算して30日又は事業の完了の日が属する年度の

末日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第７号）

に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（補助額の確定） （補助額の確定） 

第12条 （略） 第12条 （略） 
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改正後 改正前 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定し

た場合において、既にその額を超える補助金が交付され

ているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる

ことができる。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定し

た場合において、既にその額を超える補助金が交付され

ているときは、その超える部分の補助金の返還を命ず

る。 

（補助金の交付請求） （補助金の交付請求） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、概算払申請書の提出があった場合は、内容を

審査し概算払が適当であると認めたときは、補助事業者

に補助金概算払決定通知書（様式第11号）を交付するも

のとする。 

３ 市長は、概算払請求書の提出があった場合は、内容を

審査し概算払が適当であると認めたときは、補助事業者

に補助金概算払決定通知書（様式第11号）を交付するも

のとする。 

４ 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、請求

書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

４ 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、請求

書を市長に提出しなければならない。 
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改正後 改正前 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 
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改正後 改正前 

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

様式第３号（第７条関係） 様式第３号（第７条関係） 
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改正後 改正前 

様式第４号（第９条関係） 様式第４号（第９条関係） 
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改正後 改正前 

様式第５号（第９条関係） 様式第５号（第９条関係） 
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改正後 改正前 

様式第６号（第10条関係） 様式第６号（第10条関係） 
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改正後 改正前 

様式第７号（第11条関係） 様式第７号（第11条関係） 
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改正後 改正前 

様式第８号（第12条関係） 様式第８号（第12条関係） 
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改正後 改正前 

様式第９号（第13条関係） 様式第９号（第13条関係） 
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改正後 改正前 

様式第10号（第13条関係） 様式第10号（第13条関係） 
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改正後 改正前 

様式第11号（第13条関係） 様式第11号（第13条関係） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


